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労働災害疾病基金への強制加入社会保険（SI）の納付金を規定する2020年5月27日付の政令第58/2020/ND-CP号（以下「政令第
58号」という）と、労働法における失業保険（UI）に関する条項を詳述した2015年3月12日付の政令第28/2015/ND-CP号（以
下「政令第28号」という）の条項を改正・補足した2020年5月29日付の政令第61/2020/ND-CP号（以下「政令第61号」とい
う）が2020年7月15日に発効されます。

強制保険に関する注目すべき変更点と関連事項は以下の通りです。

政令第58号：

• 本政令第5条に規定された条件を満たす企業に対し、労働災害に対するSIへの掛金率を基本給の0.5％から0.3％に引き下げ

ることが認められます。

政令第61号：

• UIに加入していると定義された従業員のカテゴリの補足
• UIを納付していたが失業給付金の受給資格のない期間に関する規則の補足

• 失業給付金受給のための申請書類の補足
• 従業員が失業給付金の受給決定を受領する期限の改正
• 雇用者が従業員の雇用の維持を目的として、職業能力または資格の訓練及び向上活動のために支援を受けるための条件の

緩和

政令第58号及び政令第61号の詳細については、次ページ以降をご参照ください。当政令の適用にあたりご質問やご不明点が

ございましたら、弊社の税務専門家までお問い合わせください。

What’s news
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雇用者のSIへの掛金率は以下の通りです。

(*) 優遇率を適用する場合、企業は自己評価（「2.必要

条件」を参照）を行い、申請書類を作成して提出する
必要があります。労働社会省は十分な申請書類を受領
した日から30営業日以内に回答しなければなりません。

企業は承認の有効月から36ヶ月間、優遇率を適用する
ことができます。適用の延長申請は有効期限前60日以

内に行うことができます。

1. 掛金率

強制加入社会保険に関する政令第 58 号

1. 職業病や労働災害のリスクが高い産業に属する企業(*)

2. 過去3年間で労働安全、衛生、SIに関する法令に違反したとして

行政上の罰金や刑事告発等を受けたことがない企業

3. 申請年度の以前3年間、労働災害、労働安全衛生に関する定期

報告書を連続して適切かつ、適時に提出している企業

4. 申請年度の直前の年度での労働災害の件数が過去3年の平均値
の15%以上減少していること、または申請年度以前の3年間で労
働災害の件数が0であることを満たす企業

(*) 労働災害・疾病のリスクが高いと認められる事業・業種一覧
（2016年5月16日付社会福祉傷病兵労働省による通達第07/2016/TT-
BLDTBXH号に基づく）

2. 必要条件

現行規定 政令第58号

疾病・妊娠出産基
金

3% 3%

労働災害、職業病
基金

0.5% 0.3% (*)

退職年金・遺族基
金

14% 14%

合計 17.5% 17.3%

1. 採鉱、コークス生産、石油
精製

2. 化学品・ゴム製品・プラス
チック製品の生産

3. 金属・金属を原料とする製
品の生産

4. 非金属鉱物を原料とする製
品の生産

5. 建設工事

6. 船舶建造・修理
7. 発電・送電・配電
8. 水産物・水産品の加工・

保存
9. 織物・衣類・皮革・靴の

生産
10. スクラップのリサイクル
11.   環境衛生
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UIに加入していると定義された従業員のカテゴリの補足

• 労働契約の終了の月にUIを納付し、社会保険局による社

会保険帳で認証された従業員

• 社会保険局の認証を受けており、労働契約終了月または
労働契約終了前月において次のいずれかに該当する従業
員:（i）14日間以上の無給休暇を取得した者、（ii）病気
や出産等の理由で14日間以上の無給休暇を取得した者、
（iii）14日以上の労働契約の中断がされた者

UIを納付していたが失業給付金の受給資格がない期間に関

する規則の補足

• 従業員が失業給付金の受給期間終了後に、社会保険局に
よって、UIへの納付期間として追加的に認証される場合

（例えば、当初の納付期間の計算に誤りがあり、納付期
間として含められていない期間がある場合等）、当該期
間はUIへの納付期間であり、失業給付金の未受給期間に

含められるものとして決定される。

失業給付金受給のための申請書類の補足

• 労働契約の満了及び、労働契約終了の決定に加えて、従
業員は、締結した労働契約の種類、労働契約の終了日と
理由を明記した雇用者の確認書を提出することができる。

• 従業員が会社の社長である場合、会社の解散または倒産
に関する管轄当局の確認書を上記に代替して提出するこ
とができる。

• 会社に法的代表者がいないため、従業員が労働契約の終
了に関する確認が取れない場合は、各地方省の社会福祉
傷病兵労働/社会保険部門は、10日以内に投資計画局に確

認を求めるように書面を送付する。

失業保険に関する政令第61号
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従業員が失業給付金の受給決定を受領する期限の改正

• 従業員が失業給付金の受給決定通知書に記載された日か
ら3営業日以内に同通知書を受領しない場合は、失業給付

金の受給を希望しないこととみなされる。

雇用者が人員削減後に、残りの従業員の業務を維持するた
めの職業能力または資格の訓練及び向上活動に対する支援
を受ける条件の緩和

• 30%または30人以上の従業員を削減した雇用者は、支援
金の対象となる。以前の基準値は50人以上であった。

• 削減される従業員数に関する条件は事業主ごとに異なり、
詳細は以下を参照。

─ 従業員数200人未満を有する事業主は、30％または30人

以上を削減する
─ 従業員数200～1000人を有する事業主は、30％または50

人以上を削減する
─ 従業員数1000人超の事業主は、30％または100人以上を

削減する
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